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平成３０年３月１６日 

 

                       鳥取市長 深 澤 義 彦   

 

鳥取市条例第１７号 

   鳥取市手数料条例等の一部を改正する条例 

 （鳥取市手数料条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第１条 鳥取市手数料条例の一部を改正する条例（平成２９年鳥取市条例第４１号）

の一部を次のように改正する。 

別表第１中５の項の次に１００項を加える改正規定の表の５１の項中「７５，００

０円」を「６７，０００円」に改める。 

（鳥取市手数料条例の一部改正） 

第２条 鳥取市手数料条例（平成１２年鳥取市条例第１１号）の一部を次のように改

正する。 

第３条に次の１項を加える。 

３ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成１９年法

律第１１２号）第２５条第１項の規定により市長の指定する者（以下「指定登録

機関」という。）に別表第１の２０２の項及び２０３の項の事務を行わせる場合

にあっては、これらの項に定める手数料は、指定登録機関に納めさせるものとす

る。この場合において、当該手数料は、同法第３７条第２項の規定により指定登

録機関の収入とする。 



第６条第１項第２号中「１０６の項」を「１０８の項」に、「１４４の項」を

「１４６の項」に改め、同条第３項中「１９５の項」を「２００の項」に、「１９

６の項」を「２０１の項」に改める。 

別表第１中「（第２条関係）」を「（第２条、第３条、第６条関係）」に改め、

１９６の項を２０１の項とし、１９５の項を２００の項とし、１９４の項を１９６

の項とし、同項の次に次のように加える。 

１９７ 汚染土壌処理業の譲渡及び譲受に対する

審査 

１件につき １２０，０００

円 

１９８ 汚染土壌処理業の合併及び分割に対する

審査 

１件につき １２０，０００

円 

１９９ 汚染土壌処理業の相続に対する審査 １件につき １２０，０００

円 

別表第１中１９３の項を１９５の項とし、１７３の項から１９２の項までを２項

ずつ繰り下げ、同表の１７２の項中「１９０の項」を「１９２の項」に改め、同項

を同表の１７４の項とし、同表中１５６の項から１７１の項までを２項ずつ繰り下

げ、同表の１５５の項中「１５７の項」を「１５９の項」に改め、同項を同表の１

５７の項とし、同表中１１１の項から１５４の項までを２項ずつ繰り下げ、同表の

１１０の項中「１１４の項」を「１１６の項」に改め、同項を同表の１１２の項と

し、同表中６８の項から１０９の項までを２項ずつ繰り下げ、６７の項の次に次の

ように加える。 

６８ ２以上の事業者による産業廃棄物の処理

に係る特例の認定 

１件につき １４７，０００

円 

６９ ２以上の事業者による産業廃棄物の処理

に係る特例の変更の認定 

１件につき １３４，０００

円 

別表第１に次のように加える。 

２０２ 住宅確保要 

配慮者円滑

入居賃貸住 

登録戸数 

１戸 １件につき ６，０００円 

２戸以上４戸以下 １件につき ７，０００円 



 宅の登録 
  

５戸以上９戸以下 １件につき ８，０００円 

１０戸以上１９戸以下 １件につき １０，０００円 

２０戸以上３９戸以下 １件につき １１，０００円 

４０戸以上４９戸以下 １件につき １２，０００円 

５０戸以上９９戸以下 １件につき １４，０００円 

１００戸以上 １件につき １８，０００円 

２０３ 住宅確保要

配慮者円滑

入居賃貸住

宅の登録の

変更（住宅

確保要配慮

者円滑入居

賃貸住宅の

戸数を追加

する場合に

限る。） 

追加登録戸数 

１戸以上４戸以下 １件につき １，０００円 

５戸以上９戸以下 １件につき ３，０００円 

１０戸以上１９戸以下 １件につき ４，０００円 

２０戸以上２９戸以下 １件につき ５，０００円 

３０戸以上４９戸以下 １件につき ６，０００円 

５０戸以上９９戸以下 １件につき ８，０００円 

１００戸以上 １件につき １２，０００円 

２０４ 鳥取県浄化

槽保守点検

業者の登録

に関する条

例（昭和６

０年鳥取県

条例第２０

号）第７条

第１項の変

更の登録の

申請に対す 

る審査 

１件につき ２５，０６０円 

 別表第１備考第１項中「１０６の項」を「１０８の項」に改め、同表備考第２



項中「１０９の項」を「１１１の項」に改め、同表備考第３項中「１１０の項及び

１１３の項」を「１１２の項及び１１５の項」に改め、同表備考第４項中「１５５

の項」を「１５７の項」に、「１０６の項」を「１０８の項」に改め、同表備考第

５項中「１６０の項」を「１６２の項」に、「１０６の項」を「１０８の項」に改

め、同表備考第６項中「１６０の項に」を「１６２の項に」に改め、同項第１号ア

及びイ中「１６０の項ア」を「１６２の項ア」に改め、同号ウ中「１６０の項イ」

を「１６２の項イ」に改め、同表備考第７項中「１５８の項又は１５９の項」を

「１６０の項又は１６１の項」に、「１０６の項」を「１０８の項」に改め、同表

備考第８項中「１６６の項」を「１６８の項」に改める。 

附 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成３０年４月１日から

施行する。 


